
 

 

 

11 月は「過労死等防止啓発月間」です  
～過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施～  

 
高知労働局（局長  菊池 宏二）では、11 月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死

等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います（別添１）。 

この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重

要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年 11 月に実施しており、「過

労死等防止対策推進シンポジウム」を開催するほか、「過重労働解消キャンペーン」として、

高知労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換会や、過重労働や賃金不払残業

などの撲滅に向けた重点的な監督指導などを行います。  

 
 

【取組概要】 

１ 過労死等防止対策推進シンポジウムを開催します（別添２参照） 

   このシンポジウムでは、過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会を

目指し、その取組のきっかけとなるよう、有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族にもご登

壇いただきます。過労死等の現状や課題、防止対策について考えてみましょう。お申し込みは、

別添３のリーフレットをご確認いただき、特設ホームページからお願いします。 

◆ 開催日時 令和７年 11 月 25 日（火）13:30～16:00（受付 13：00～） 

◆ 参加費用 無料 

◆ 会  場 ちよテラホール（高知市知寄町２丁目１－37 ちより街テラス３Ｆ） 

◆ 基調講演 「過労死の実情と求められる防止策」 

（八王子合同法律事務所 弁護士 白神 優理子 氏） 

 

２ 「過重労働解消キャンペーン」を実施します  

⑴ 11 月１日（土）に下記相談窓口にてフリーダイヤルによる特別労働相談を実施します。  

◆過重労働解消相談ダイヤル（※労働基準監督官が、相談に対応します。） 

（受付時間 9:00～17:00） 

電話番号 ０１２０－７９４
なくしましょう

－７ １ ３
ながいざんぎょう

（フリーダイヤル）  

 過重労働相談受付集中期間の設定及び特別労働相談受付窓口を開設します  

11 月１日(土)から７日（金）の一週間は過重労働相談受付集中期間とし、以下の窓口で労働

に関する相談を受け付けています。  

◆ 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託事業) 

（月～金 17:00～22:00／土日・祝日 9:00～21:00） 

令和７年 10 月 30 日 

【照会先】 

高知労働局労働基準部監督課  

  監 督 課 長  吉 本 雄一 

主任地方監察監督官  上久保 賢吾 

  (電話）088-885-6022 
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電話番号 ０１２０－８１１
は い

－６１０
ろ う ど う

（フリーダイヤル）  

◆ 高知労働局監督課及び県内各労働基準監督署（平日 8:30～17:15） 

（土日・祝日を除く） 

高 知 労 働 局  監 督 課 ０８８－８８５－６０２２  

高 知 労 働 基 準 監 督 署 ０８８－８８５－６０３１  

須 崎 労 働 基 準 監 督 署 ０８８９－４２－１８６６  

四万十労働基準監督署 ０８８０－３５－３１４８  

安 芸 労 働 基 準 監 督 署 ０８８７－３５－２１２８  

 

⑵ 高知労働局長とベストプラクティス企業による意見交換を実施します  
長時間労働の削減をはじめとする働き方の見直しに向けた取組を推進するためには、企業と

働く人、関係者が協力して、就労環境そのものを変えていく必要があります。  

今年度は、社会福祉施設を運営する中で、労働者が健康に働くことのできる環境整備に向け
て協力して取り組んでいる事業者をお迎えし、高知県社会福祉協議会とともに高知労働局長が
意見交換を行います。  

地域に広く紹介することを目的としているため、当日の報道機関の皆様の取材をお待ちして
おります。監督課あて電話いただき、直接会場までお越しください  

 

◆ 企 業：株式会社 幸（さち） 
◆ 日 時：令和７年 11 月６日(木) 午前 10 時から午前 11 時 30 分まで(予定） 

◆ 場 所：高知労働局 会議棟 301 会議室（高知市南金田１番 39 号） 

 

⑶ 重点監督を実施します  

長時間にわたる過重な労働や賃金不払い残業が疑われる事業場などへ重点的な監督指導を
行います。 

 

 

【別添１】しごとより、いのち  

【別添２】過労死等防止対策推進シンポジウム  

【参考資料】しごとより、いのち (パンフレット ) 

上記の他にも、メール相談窓口や労働条件関係のポータルサイトを開設しています。 

■ 労働基準関係情報メール窓口 

 厚生労働省ホームページ内の「労働基準関係情報メール窓口」で、職場における

賃金不払残業、その他労働基準法等に関する情報を受け付けています。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/rou

doukijun/mail_madoguchi.html 

■ ポータルサイト「確かめよう  労働条件」 

 労働者向け、事業主向け、学生・生徒向けなどに分類して、労働条件や労務管理に

関するよくある質問と解説や裁判例などを掲載しています。  

http://www.check-roudou.mhlw.go.jp 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/






































主催：厚生労働省
後援：高知県
協力：過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議

二次元バーコードを
読み込んで下さい。

高知会場

2025年11月 25日(火)
13：30～16：00（受付13：00～）

ちよテラホール
(高知市知寄町2丁目1-37  ちより街テラス3F)

過労死等防止対策推進シンポジウム◎特設ホームページはこちら

日 時

会 場

近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の尊い命が失われ、
また心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族等にも
ご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について考えます。

過労死をゼロにし、健康で充実して
働き続けることのできる社会へ

参加無料
事前申込

過労死等防止対策
推進シンポジウム

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です｡

弁護士／八王子合同法律事務所

白神 優理子 氏

基調講演 ｢過労死の実情と
　求められる防止策」



ちよテラホール
（高知市知寄町2丁目1-37  ちより街テラス3F）
・【バス】とさでん交通バス「知寄町二丁目｣下車 徒歩1分 
・【路面電車】とさでん交通 路面電車「知寄町二丁目」下車 徒歩1分

連 絡 先

企業・団体名

●次の該当する□に✔をお願いいたします。
□ 経営者　　□ 会社員　　□ 公務員　　□ 団体職員　　□ 教職員　　□ 医療関係者　　□ 弁護士
□ 社会保険労務士　  □ パート・アルバイト　　□ 学生　　□ 過労死等の当事者・家族　　
□ その他 ［　　　    　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　    　　］

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

お 名 前

「個人情報の取扱いについて」　・ご記入いただいた事項は、過労死等防止対策推進シンポジウムの申込受付業務を目的として使用します。  ・他の目的ではご本人の同意なく第三者に提供を
いたしません。  ・委託運営株式会社プロセスユニークの「個人情報保護方針（https://www.p-unique.co.jp/hp/privacy.html）」に従い適切な保護措置を講じ、厳重に管理いたします。

5名以上のお申込みは、
別紙(様式自由)にて
FAXしてください。

●FAX：●TEL：
●E-mail：

▶会場の都合上、事前申し込みをお願いします。
▶申し込みはWebまたはFAXでお願いします。
▶受付番号を発行いたします。当日会場受付にて受付番号をお知らせください。
▶定員になり次第締め切りとさせていただきますのでご了承ください。
▶定員超過の場合は、電話またはメールでご連絡いたします。
▶連絡先のTELかE-mailのどちらかは必ずご記入ください。
▶参加（証明）書の発行はいたしておりません。予めご了承ください。

過労死等防止対策推進シンポジウム ［参加申込書］

◎Webからのお申し込みはこちら

高 知 会場

●以下の参加申込書に必要事項を記載の上、FAXをお願いいたします。 FAX番号 052-915-1523
●下記の「個人情報の取扱いについて」に同意の上、ご記入ください。  → □ 同意しました。

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索
https://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium/

プログラム

参加申し込みについて

会場のご案内

[ 高知労働局からの報告 ]
  高知労働局 労働基準部監督課
[ 基調講演 ]
｢過労死の実情と求められる防止策｣
  白神 優理子 氏 （弁護士 ⁄ 八王子合同法律事務所）
[企業からの取り組み事例発表 ]
「働きやすい職場環境づくりの取り組み」
 協同食品株式会社
[ 過労死遺族の声 ]

白神 優理子 氏
八王子合同法律事務所

取り組んでいる事件は、横田基地騒音公害訴訟、
原爆症認定訴訟、過労死をはじめとした労災･労働
事件、年金請求、市民の権利に関する事件に多数
取り組んでいる。憲法や労働問題など全国各地で
の講演は600回以上。

[著書]
『弁護士白神優理子が語る日本国憲法は希望』
（平和文化社）
[共著]
『学校と教師を壊す「働き方改革」』（花伝社）
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国道32号線

（お問い合わせ先） 厚生労働省シンポジウム事業受託事業者 株式会社プロセスユニーク　電   話：　　0570-026-027 （ナビダイヤル）   E-mail：karoushiboushisympo@p-unique.co.jp


